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平成１７年度エコ・コミュニティ事業 

家電販売店と協働で蛍光管の適正処理システムづくりをめざす事業報告書 

 

特定非営利活動法人 

コンシューマーズ京都（京都消団連） 

 

Ａ 事業の概要 

１ 事業の目的 

 平成１２年６月に制定された循環型社会形成推進基本法においては、国・地方公共団体、

事業者、国民それぞれの適切な役割分担と、これらの関係主体による自発的･積極的な循環

型社会形成のための取組を推進することにしている。 

 これを受けて、平成１５年３月に策定された循環型社会形成推進基本計画（以下、循環

基本計画という。）では、循環型社会の形成に向けて地域におけるＮＰＯ・ＮＧＯなどの様々

な主体による協働の取組が重要であるとしていることから、その基盤づくりに努めるとと

もに、先駆的な取組を支援していくこととされている。このため、環境省では、循環型社

会を形成するＮＰＯ・ＮＧＯ等による先進的でモデル性を有する取組について支援を行い、

その成果を普及・啓発していくこととしている。 

 本事業は、このような趣旨にてらして積極的に評価できるものとして、平成１７年度エ

コ・コミュニティ事業として採用されたものである。 

具体的な事業内容としては、循環基本計画を受け、地域における循環型社会の形成に向

けた取組として、ＮＰＯ法人が地域の家電販売店の協力を得て、蛍光管の回収・適正処理

のシステムづくりをめざしたものである。 

 

２ 事業の内容 

 本事業では、「家庭から出るやっかいなごみ」の代表格である蛍光管を対象に、家電販売

店を回収窓口にした適正処理のシステムづくりをめざして実験的な回収を行い、課題や問

題点を明らかにするとともに、消費者・市民に蛍光管の適正処理の必要性について啓発活

動を行うため、以下の業務を実施した。 

（１）蛍光管回収の実施 

 １２月１５日から１２月３１日までの１７日間、京都市を拠点とする家電販売店「タニ

ヤマムセン」の協力を得て、店舗に蛍光管リサイクルＢＯＸを設置し、蛍光管の回収を行

った（目標３トン）。回収店舗は「タニヤマムセン」の６店舗。回収された蛍光管（約１．

５トン）は、同時に収集された乾電池類（約１．５トン）とあわせて、旭興産業で中間処

理を行い、野村興産で最終的な処理が行われた。 

（２）アンケート調査の実施 

 蛍光管回収中に、京都環境フェスティバル及び協力店舗（寺町本店、洛西店）合計３か

所において消費者・市民を対象にアンケート調査を行い、蛍光管に関する消費者・市民の

意識や行動について調査した。 

（３）啓発活動の実施 

 家電販売店の店舗周辺にチラシを配布（１０万枚）し、蛍光管の回収事業の周知を図る
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とともに、京都環境フェスティバル等において、啓発パンフレットの配布（３０００部）

を行い、蛍光管の適正処理の必要性について、啓発活動を実施した。 

 

     蛍光管持込み・回収         中間処理     最終処理 

消費者・市民 タニヤマムセン 旭興産業 野村興産 

広報･啓発 

処理委託 京都市ごみ減量推進会議

広報・啓発 アンケート 

コンシューマーズ京都 

 

３ 事業の実施体制 

コンシューマーズ京都 事業全体の実施主体として連絡調整にあたるとともに、主と

して回収促進のための広報・啓発活動及びアンケート活動を

行った。 

 （全体責任者） 原  強 

 （アンケート責任者） 望月康平 

タニヤマムセン 

 

回収窓口になり、持参された蛍光管を回収し、各店舗で整理

したのち、旭興産業に引き渡した。 

旭興産業 必要な中間処理（破砕・減量）を行なった。 

野村興産 水銀回収をふくめた最終処理を行った。 

京都市ごみ減量推進会議 構成団体へのＤＭ等、広報での協力・支援をいただいた。 

 

４ 事業の成果 

 今回の事業は、以下の点で成果があったと評価できる。 

１）蛍光管の適正処理の必要性と可能性を広く問題提起できた 

 「家庭から出るやっかいなごみ」の代表格である蛍光管がごみになったときの問題点に

ついては従来あまり問題視されてこなかった。しかし、ごみとして蛍光管をだす消費者・

市民にとっても、一般廃棄物として受け入れる自治体にとっても扱いに困っていたもので

ある。このようななかで、今回の事業は、蛍光管の適正処理の必要性と可能性について多

くの消費者・市民、自治体関係者、業界関係者に問題提起をし、考えてもらう機会となっ

た。 

２）回収拠点としての家電販売店の有効性が示された 

 多くの消費者・市民が実際に蛍光管を「タニヤマムセン」に持ち込んだことや、アンケ

ート活動の結果から見て、今後、蛍光管の回収を行う場合、家電販売店を回収拠点にする
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ことの有効性が実証された。実施主体としては、蛍光管の分別回収を検討しようとする自

治体関係者に有効な材料を提示できたと評価している。 

３）処理コストをめぐる問題点がうかびあがった 

 他方で、蛍光管の適正処理のために必要なコストが社会的に確保されないかぎり、蛍光

管の回収・適正処理が継続的に取組まれることは困難である。今回の事業では、蛍光管を

実際に回収し、適正処理するための必要なコストの実態も概観することができた。今後、

このようなコスト負担の仕組みが検討されていくことを期待したい。 

 

５ 今後の活動について 

コンシューマーズ京都としては、今回の事業をふまえ、消費者・市民、家電販売店、蛍

光管処理事業者、それに京都市とのパートナーシップを強化するなかで、引き続き蛍光管

の適正処理をめざして情報集約、啓発活動、さらに京都市における蛍光管の処理システム

づくりにむけて努力していきたいと考えている。 

情報集約の方法としては、この間、蛍光管の回収、適正処理にむけて動き出した自治体

の経験に学ぶための交流の場を出来る限り早いうちにもつようにしたい。 

啓発活動としては蛍光管の処理施設の見学会等を通じて蛍光管の適正処理がいかに行

われるかを理解する消費者・市民が増えるようにしたい。 

 当面、京都市では「ごみ有料化」を機に「発生抑制・再使用を重視したごみ減量化の推

進」とともに「分別・リサイクルの拡大」「適正処理の推進」にむけて動き出す時期にある。

このなかで「家庭から出るやっかいなごみ」の代表格である蛍光管についての対策も具体

的に検討されるものと思う。その際、今回の事業の中で明らかにされた諸点が判断材料と

して活用されることを期待したい。 

 

（付記） 

 ３月１１日に開催された「環境フォーラムきょうと」（主催：京都市、（社）京都産業廃

棄物協会、京都市産業廃棄物連絡協議会）において事例報告者に選ばれ、この間の取組に

ついて報告し、京都市産業廃棄物連絡協議会から表彰状をいただいた。 
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Ｂ 事業の報告 

 

１ 事業の背景 

（１）蛍光管排出処理に関する現状 

 蛍光管には、その発光原理からいって微量ながら水銀が使用されている。したがって、

蛍光管が「ごみ」になった段階で、適正処理が行われなければ、使用されている水銀が環

境負荷要因になりうる。このことは以前から指摘されてきたが、適正処理のシステムづく

りがなかなかすすめられずにきた。 

 近年、事業所から出される蛍光管については「産業廃棄物」処理の一環として部分的に

ではあれ適正処理が行われるようになった。また、蛍光管の再資源化にむけての技術開発

が次第に進歩し、蛍光管処理事業者の側の動きも活発化してきたといえる。 

しかし、家庭からでる蛍光管については処理システムが整備できていない。問題は、多

くの品目でリサイクルが困難な実態にあるのと同じように、再資源化のための技術は準備

されたものの、蛍光管の収集・運搬体制とコスト負担のための社会経済システムができて

いないということである。 

このため「一般廃棄物」として処理責任をもつ市町村としても、家庭からでる蛍光管に

ついては、その受け入れ・処理方法をめぐって模索を続けているのが現状である。 

京都市の場合でも、家庭からでる蛍光管は分別対象品目になっておらず、「家庭ごみ」

としてさまざまなごみと同時に排出され、クリーンセンターで焼却処分されているのが実

態である。このような処理方法をめぐっては、市民の中から、分別品目の拡大を行い、適

正処理を求める意見もしばしば出されていた。 

 

（２）現在までのコンシューマーズ京都の取り組み 

このようなことから、２００４年度、コンシューマーズ京都では、京都市ごみ減量推進

会議からの助成をうけ、「蛍光管の適正処理をめざして」というテーマで調査研究をすすめ

てきた。 

調査研究は、蛍光管の再資源化のための技術や事業者の現状を把握するのとあわせて、

蛍光管の適正処理のための社会経済システムをいかにして構築していくかという提案をま

とめていくことを課題としてすすめられた。 

その結果、以下のようなことがあらためて確認された。 

①収集体制とコスト負担のシステムが問題 

蛍光管のリサイクル・適正処理の事業には、新規参入業者もふくめて、いくつもの事

業者が取組んでいることが示すように、蛍光管のリサイクル・適正処理のための技術上

の問題はほぼ解決されているといえる。したがって、他のリサイクル品目と同じく、収

集・運搬体制とコスト負担の社会経済システムができれば、蛍光管のリサイクル・適正

処理の道をひらくことは可能である。 

②蛍光管の適正処理へ動き出した自治体がある 

自治体のごみ収集システムのなかでも、これまであいまいな取り扱いがされてきた蛍

光管について、その取り扱い方法を次第に明確にする自治体が目立ち始めた。大阪市で
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は２００１年１０月から区役所等で紙パック、乾電池とともに蛍光管の回収受付日をき

めて回収するようになったという。また、札幌市では、先行していた北九州市の例に従

い、２００４年１０月から市内の電気販売店の協力による拠点回収を開始したという。

③事業者のなかでも適正処理への動きがある 

事業者のなかでは、環境マネジメントシステムの構築にあたり、廃棄物の排出者とし

ての責任から、事業所から出る廃棄物処理の現状を見直すなかで、蛍光管についても適

正な処理方法を模索する動きがある。このような動きは今後広がるものとみられる。 

  

このようなことをふまえ、コンシューマーズ京都では、２００５年度、関係者のヒアリ

ングを継続するとともに、可能であれば何らかの社会実験を行い、現実的・具体的な提案

をまとめることが求められていた。とくに、札幌市が家電販売店を回収拠点として活用す

るという方式を採用したということに学び、京都市においても家電販売店と協働した回収

方式の可能性を実証的に探ってみることが課題となっていた。 

 今回、「平成１７年度エコ・コミュニティ事業」としてこの事業が採用され、実証実験が

できたことは誠にありがたいことであった。幸い、関係者のご協力により、成果をあげる

ことができたと思っている。 
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２ 本事業での取組 

 

 本事業では、下記の（１）（２）（３）の内容に取組んだ。 

 

（１） 蛍光管回収の実施 

①本事業における問題関心 

今回の事業は、家電販売店の協力をえて、蛍光管の回収・適正処理の社会実験を実施し

ようと企画された。具体的には、消費者・市民に蛍光管の適正処理の必要性についての啓

発を先行させながら、協力していただく家電販売店にリサイクルＢＯＸを配置し、消費者・

市民に蛍光管をもちこんでもらい、リサイクル業者に処理を委託するという枠組みで、一

定期間、実験回収をしてみることにより、蛍光管の適正処理についての課題や問題点を実

証的に整理することをねらいとした。実施時期は年末の大掃除で蛍光管が多数排出される

時期を選んだ。 

②事業の内容 

 今回の事業では、１２月１５日から１２月３１日までの１７日間、京都市を拠点とする

家電販売店「タニヤマムセン」の協力をえて、店舗に蛍光管リサイクルＢＯＸを設置し、

蛍光管の回収を行った。回収された蛍光管は、京都市内の中間処理業者・旭興産業で中間

処理を行い、最終的には野村興産で処理された。 

③スケジュール 

 １０月 企画準備調整 

 １１月 資材準備 

 １１月１７日 京都経済記者クラブで企画説明 

 １２月１日 広報開始 

 １２月１０日―１１日 京都環境フェスティバルで広報・啓発活動 

 １２月１４日 京都新聞に「お知らせチラシ」の折込み実施 

 １２月１５日 回収開始 

 １２月３１日 回収終了、旭興産業への搬入完了 

 １月になって回収された蛍光管の処理作業 

④事業実施の体制 

コンシューマーズ京都 事業全体の実施主体であるとともに、主として回収促進のため

の広報・啓発活動を行った。 

タニヤマムセン 

 

回収窓口になり、持参された蛍光管を回収し、各店舗で整理し

たのち、旭興産業に引き渡した。 

旭興産業 必要な中間処理（破砕・減量）を行なった。 

野村興産 水銀回収をふくめた最終処理を行った。 

⑤蛍光管の回収方法 

１）回収場所 

 回収の方法としては、京都市内の家電量販店「タニヤマムセン」の協力のもとに、下記

の６店舗で店頭回収した。 
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 タニヤマムセン（京都市内６店舗） 

   寺町本店 下京区寺町通四条下る  

   伏見店  伏見区 大手筋商店街  

   新大宮店 北区 新大宮商店街  

   パワフル洛西店 西京区大原野 ラクセーヌ専門店内 

   パワフル山科店 山科区西野山中鳥井町  

   北山店  左京区松ヶ崎  

 

 

パワフル山科店  

新大宮店  

パワフル洛西店  

伏見店  

寺町本店  

北山店  

 

   

   

寺町本店 伏見店 新大宮店 

パワフル洛西店 パワフル山科店 北山店 

 8



２）準備した資材 

 ＜広報・啓発用資材＞ 

  啓発パンフ（Ａ５サイズ、８Ｐ） ３０００部 

  お知らせチラシ（Ａ４サイズ両面） 

１０万枚（うち６万枚は新聞折込み＜１２月１４      

日に実施＞、３６０００枚は店舗周辺戸別配布、 

４０００枚は店舗・組織配布） 

  店頭のぼり旗  ３０本 

  関係者ハンドブック（部内学習資料） ３００部 

 ＜回収業務用資材＞ 

  リサイクルＢＯＸなど 

３）回収後の処理方法 

回収された蛍光管は別図のとおり、旭興産業で中間処理（破

砕・減量）したあと、野村興産でガラスの再資源化、水銀の

回収した蛍光管について中間処理、最終処理を担当した旭興産業、野村興産とも従来から

蛍光管の適正処理をめざした業務を行っているため、中間処理および最終処理の段階での

問題はとくに報告されていない。 

リサイクルＢＯＸ

回収など、最終処理された。

 

旭興産業株式会社 

 所在地 京都市伏見区横大路千両松町６０番４、４７５番２ 

 ランプ類の破砕、廃電池の選別等の事業を行っている。 

 今回の事業では、コンシューマーズ京都が旭興産業との間で産業廃棄物処理委託契約を

締結し、処理業務がすすめられた。 

野村興産株式会社 

 所在地 北海道常呂郡留辺蘂町字富士見町２１７番地の１ 

 水銀関連の乾電池、蛍光管に関して水銀回収をふくむ最終処分を行っている。 

 今回の事業では大阪市西淀川区の野村興産関西工場での中間処理を経て最終的にイトム

カ鉱業所で水銀回収処理が行われた。 
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旭興産業全景

   
 

⑥蛍光管回収の実績 

・回収目標 ３トン（約１５０００本） 

・回収実績（旭興産業に持ち込まれ処理された量を基準にして） 

    12 月 15 日 12 月 21 日 12 月 26 日 12 月 28 日 12 月 31 日 合計 

品目 個数 重量 個数 重量 個数 重量 個数 重量 個数 重量 個数 重量

丸型蛍光管 153 33kg 325 57kg 334 62kg 607 110kg 1526 274kg 2945 536kg

直管型蛍光管 530 70kg 650 96kg 626 112kg 1024 139kg 1270 203kg 4100 620kg

  蛍光管計 683 103kg 975 153kg 960 174kg 1631 249kg 2796 477kg 7045 1156kg

その他ランプ類 284 90kg 301 30kg 384 54kg 413 125kg 842 47kg 2224 346kg

  蛍光管ランプ類計 967 193kg 1276 183kg 1344 228kg 2044 374kg 3638 524kg 9269 1502kg

電池 - 205kg - 175kg - 295kg - 560kg - 255kg - 1490kg

混載物（容器含む） - 12kg - 72kg - 42kg - 46kg - 76kg - 248kg

総重量 - 410kg - 430kg - 565kg - 980kg - 855kg - 3240kg

破砕された蛍光管 

蛍光管の破砕作業

集まった蛍光管 

（※電池類、混載物に関しては、回収個数を把握できなかった） 

 

 今回の回収目標は「タニヤマムセン」の１２月の蛍光管の販売量を勘案して３トンと設 

定したが、実際の回収・処理量としては１．５トンという結果になった。この結果は、目 

標との関係では達成できなかったが、今後の活動を展望するうえでは十分な手ごたえがあ
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ったものと評価できる。すなわち、準備を十分に行い、事前広報を徹底するならば家電販

売店を蛍光管の回収拠点とすることは有効であると確信できるものであった。 

 

⑦「タニヤマムセン」からのレポート 

回収拠点となった「タニヤマムセン」からのレポートでは、以下の特徴的なことが報告 

された。 

 

・いろんな球を持ち込まれるので専用回収箱に丸型と直管を分けて入れてもらえない。

・回収箱が大きいため小店舗での設置が難しい。 

・新聞紙、ビニール袋、紙袋、元のケースなど、さまざまな入れ物で持参された。これ

らはそのまま回収。 

・家庭用と業務用の区別が難しい。 

・容器がすぐに一杯になり交換が間に合わない場合あり。 

・電池、インクの持ち込みもある。 

・新聞記事の翌日などはかなり増加。マスコミ報道の効果あり。 

・他の家電品の引き取りも要望される。 

・人がいないとゴミも入れられる。 

・店頭が汚れて見える。 

・「引き取ってもらえるのがうれしい」との声があった。 

            

「タニヤマムセン」としては来店促進とともに、家電販売店として地域社会に貢献して 

いくことは望ましいことと積極的に今回の事業をうけとめているとのことである。 

 

⑦評価 

・事業は、基本的に実施計画どおりすすめられ、蛍光管・ランプ類については当初の目標

３トンにはとどかなかったものの約１．５トン回収された。 

・短期間の広報・啓発にもかかわらず、この事業が、回収拠点と回収時期の設定をふくめ

て、消費者・市民のニーズに合致していたため、多くの消費者・市民がこの事業に協力

したと評価できる。 

・当初意図した蛍光管の回収拠点としての家電販売店の有効性については実証できたと評

価できる。 

・今回、蛍光管とともに乾電池が約１．５トン回収された。これは想定外のものであった

が、乾電池は消費者・市民にとって「やっかいなごみ」のひとつで、普段のごみ収集の

なかでは排出できず、自宅に保管されていたものが蛍光管とあわせてもちこまれたもの

と評価できる。広報パンフが蛍光管とともに乾電池の適正処理を伝えるものであったこ

とも影響したかもしれない。 

・今回の事業は、マスコミ関係者から注目され、くりかえし報道されたことにより、回収

量の増加とともに、蛍光管の適正処理の必要性についての意識啓発につながったといえ

る。 
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（２）アンケート調査の実施 

①アンケート調査の目的と調査対象 

本アンケート調査は京都環境フェスティバル及び協力店舗（タニヤマムセン寺町本店、

洛西店）合計 3 箇所で行い、蛍光管に関する消費者・市民の意識や処分時の行動を明らか

にすることを目的とした。京都環境フェスティバルにおける調査は 12 月 10 日(土)および

11 日(日)、タニヤマムセン寺町本店における調査は 12 月 18 日(日)、タニヤマムセン洛西

店における調査は 12 月 23 日(金)にそれぞれ店頭回収方式で行い、有効回答数はそれぞれ

351、53、57 であった。京都環境フェスティバルにおける調査結果は 2 日間分のデータの

合計を分析対象とした。なお、タニヤマムセン寺町本店は都市立地型店舗、洛西店は郊外

立地型店舗である。また、環境フェスティバルにおける調査対象者は一定の環境意識の高

い母集団であることが推定される。各調査地でのアンケート回答者の男女比、年齢構成は

それぞれグラフ１、グラフ２の通りであった。 

アンケート調査地 調査日 有効回答数 

京都環境フェスティバル 12 月 10 日(土)、11 日(日) 351 

タニヤマムセン寺町本店 12 月 18 日(日） 53 

タニヤマムセン洛西店 12 月 23 日(金) 57 

 

 

 

 

グラフ１：男女比
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グラフ２：年齢構成
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②アンケート調査結果 

１）蛍光管処分の現状とそれに対する市民の意識 

蛍光管の適正処理・リサイクルシステム構築を目指す前提として、現状の蛍光管の処分

状況について尋ねた。環境フェスティバルにおける調査結果を表すグラフ３とグラフ４を

見れば、蛍光管は半年から１年に一回、１～３本程度が排出されていることがわかる。（グ

ラフ３、４、５、６に関して、タニヤマムセン２店舗における結果もほぼ同内容であるた

め、紙面の都合により環境フェスティバルにおける調査結果のみを示す。） 

 
グラフ3：一回あたり処分本数
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1%

4～5本
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グラフ４：蛍光灯の処分頻度
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月に１回
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 また、「蛍光灯の処分の際にどのような

ことを気にするか」を尋ねたところ（複

数回答可）、グラフ５のように「安全に処

理されるかどうか」を気にすると回答し

た回答者が 60%以上で、「リサイクルされ

るかどうか」を気にする回答者も 30％を

越えており、「回収場所までの距離」や回

収の際の「費用」や「手間」を大きく引

き離している。現状の回収方法（京都市

においては可燃ごみとしての排出）の環境リスクを鑑みれば、この調査結果は市民の環境

意識の高まりをよく示しており、新しい蛍光灯の適正処理・リサイクルシステムの構築を

望む声が表れていると評価できる。 

グラフ５：蛍光灯の処分の際に気にすること

35%

66%

5%

17%

9%

5%

3%

1%

0% 20% 40% 60% 80%

リサイクルされるか
安全に処理されるか
回収場所までの距離

費用

梱包など手間
特に考えない

処分したことが無い
その他

 

２）蛍光灯回収地点としての家電量販店の利点 

 次に本事業で回収場所として選定し

た家電量販店における蛍光灯回収に関

する質問項目を分析する。グラフ６を

見れば、現在蛍光管の購入場所として、

最もよく利用されているのが家電量販

店であることがわかる。新しく蛍光管

を購入する際に使用済みの蛍光管を持

ってくる、という消費者行動を考えれ

ば、家電量販店のような購入割合の高

い地点における拠点回収は有効であるといえる。 

グラフ６：蛍光灯購入場所

46%

14%

1%

17%

29%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

家電量販店

町の電気屋さん

コンビニ

スーパー・百貨店

ホームセンター

その他

また、家電量販店は

都市部だけでなく、郊

外への出店も進んでい

る。このためグラフ７

のように環境フェステ

ィバルにおけるアンケ

ート回答者の中で「自

宅から家電量販店まで

１時間以上かかる」と

回答した回答者は１％

にとどまった。また、

タニヤマムセンの店頭

アンケート調査におい

ても、来店の際の所要

時間が１時間以上とい

う回答は非常に小数で

グラフ７：家電量販店およびタニヤマムセンまでの所要時間

20%

23%

47%

56%

53%

42%

21%

21%

5%

1%

2%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

環境フェスティバル

寺町本店

洛西店

１０分以内

１０分～３０分

３０分～１時間

１時間以上

グラフ８：家電量販店およびタニヤマムセン来店の際の交通手段  
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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5% 環境フェスティバル 
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電車 

その他 
バイク 
バス 

自転車 
徒歩 
車 
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あった。しかし、グラフ８を見ると、寺町本店（都市立地型店舗）と洛西店（郊外立地型

店舗）では来店の際の「交通手段」がかなり異なることがわかる。都市型店舗の場合は「徒

歩」「自転車」「公共の交通機関（電車、バス）」を用いて来店する割合が大きくなっている

が、郊外型店舗では回答者の半数以上が「車」で来店している。このような来店の際の「所

要時間」や「交通手段」の違いが「家電量販店における蛍光管の回収協力率」とどのよう

に影響するかについては次項において考察する。 

またこの一方で「蛍光灯の回収地点はどこがよいか」を訪ねたところ、グラフ９のよう

に、「家電量販店」との回答は「普通ごみの回収場所」に次いで、かなり高い割合で選択さ

れている。普通ごみの回収地点における回収は、蛍光管の排出頻度の低さを考えれば極め

て非効率的であるため、家電量販店における店頭回収が有効であることが示唆されている。 

グラフ９：蛍光灯の回収場所はどこが良いか

43%

57%

37%

36%

34%

49%

17%

8%

7%

8%

2%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

環境フェスティバル

寺町本店

洛西店

普通ごみ回収場所

家電量販店

町の電気屋さん

区役所、市役所などの公共施設

その他

 

 このように、家電量販店を蛍光灯の回収地点とした場合、「最も高い割合で消費者が蛍光

灯を購入している」「ほとんどの人が１時間以内にアクセスできる」「高い割合で蛍光灯の

回収場所として選択されている」等の利点があることが明らかになった。 

３）家電量販店における蛍光灯回収事業への協力率について 

 前項において蛍光管回収地点としての

家電量販店の利点を明らかになったが、

本項では、消費者の回収事業協力率に関

する質問項目について分析する。グラフ

１０は「蛍光管回収事業終了後もタニヤ

マムセンにおいて、蛍光灯回収事業をお

こなうとすれば、蛍光管を持ってくるか」

という質問に対する回答である。（環境フ

ェスティバルの調査では「一般の家電量

販店において蛍光灯回収事業をおこなうとすれば、蛍光管を持ってくるか」という質問項

目を設定した）このグラフをみればわかるように、３箇所の調査結果すべてにおいて、「蛍

光管を持って来る」との回答割合が非常に高い。このことから、今後も家電量販店におい

て蛍光灯回収事業をおこなえば、かなり高い協力率が得られると期待できる。 

グラフ１０：今後タニヤマムセン（家電量販
店）に蛍光灯を持ってくるか

91%

79%

88%

8%

21%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

環境フェスティバル

寺町本店

洛西店

はい

いいえ

また前節で述べた各家庭から家電量販店までの「所要時間」と「交通手段」による蛍光

管回収事業に対する協力率の変化をグラフ１１、グラフ１２、グラフ１３、グラフ１４に

それぞれ示す。 

環境フェスティバルのような環境意識の高い母集団では、ある程度所要時間がかかって

も協力率の低下はそれほど見られないが、タニヤマムセンにおける店頭回収の結果では、

所要時間の増加に伴って一定の低下傾向が見られる。また、来店時の交通手段に関しても、
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環境フェスティバルの調査結果では各交通手段によってそれほど協力率の減少は見られな

い一方で、タニヤマムセンにおける調査結果においては、特に電車やバスを利用して来店

する回答者にかなり協力率の減少が見られる。 

グラフ13：家電量販店に蛍光灯を持ってきま

すか×交通手段（環境フェスティバル）
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グラフ１１：家電量販店に蛍光灯を持って来

ますか×所要時間（環境フェスティバル）
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グラフ 12：タニヤマムセンに蛍光灯をもってきま
すか×所要時間（タニヤマムセン両店舗合計） 
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グラフ14：タニヤマムセンに蛍光灯を持ってき

ますか×交通手段（両店舗合計）
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このような問題を克服するためには、蛍光灯の回収地点を家電量販店以外にも拡大する

必要があると思われる。そこで、家電量販店だけでなく、小規模電気店でも回収を行った

ときに、蛍光灯の回収事業に協力するか否かを尋ねた。その結果、グラフ１５、１６、１

７、１８のように、アンケート回答者のほとんどが、蛍光灯の回収事業に協力するとの回

答を得た。 

 
 
グラフ15：電気店に蛍光灯を持って来ます

か×所要時間（環境フェスティバル）
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グラフ16：電気店に蛍光灯を持って来ます

か×所要時間（両店舗合計）
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 電気

 
 
 
 
 電車

 
バス
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 総計
 

グラフ17

店に蛍光灯をもって来ますか×交通手段

（環境フェスティバル）
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グラフ18

電気店に蛍光灯を持って来ますか×交通手段

（両店舗合計）
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③アンケート調査のまとめと課題 

環境リスクの観点から、蛍光管の適正処理・リサイクルシステムを構築することは重要

であるといえるが、本アンケート調査の結果を見ても、市民の声として、蛍光管の廃棄の

際に「安全に処理されるか」や「リサイクルされるか」を重視する割合が非常に高く、こ

の点からも適正処理・リサイクルシステムづくりが急務の課題であることがわかる。現在

家庭から廃棄される蛍光管は、「半年から１年」ごとに「１～３本」と、非常に頻度が低く、

効率の良い回収事業を行うためには拠点回収が必要である。家電量販店は、蛍光管の購入

場所として最も多く利用されており、アンケート回答者のほぼ全員が一時間以内にアクセ

スできる。このため、家電量販店における蛍光管回収事業に協力したいと答えた回答者の

割合は非常に高く、家電量販店がいかに拠点回収地点として優れているかがわかる。家電

量販店へのアクセスが悪い回答者（時間がかかる、公共の交通機関を利用して来店する等）

は回収の協力率が低くなる傾向があるが、小規模電気店を回収拠点に加えることにより協

力率が上昇する。 

ところで、新たに蛍光管の回収事業を行うとすれば、回収処理費として新たに費用が発

生する。本アンケート調査では、このような費用を「だれが負担すべきか」に関しても質

問項目を設定した。グラフ１９のように、結果は市税で負担すべき、生産者が負担すべき、

という回答割合が高かったが、これらに関しては、今後さらに深い議論が必要であろう。 

グラフ19

適正処理・リサイクルにかかる費用負担はだれがすべきか
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（※紙面の都合により、全てのアンケート調査結果を示すことができなかったため、巻末に資料として

調査結果表を添付した。）  
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（３）啓発活動の実施 

 

これまでコンシューマーズ京都では「家庭から出るやっかいなごみ」についての啓発活

動をすすめてきたが、蛍光管に水銀が使用されていることについての消費者・市民の認識

がたいへん弱いことを実感する機会がしばしばあった。 

このようなことから、今回の事業では、蛍光管の回収を実験的に行うことと同時に、な

ぜ蛍光管の回収・適正処理が必要なのかを多くの消費者・市民に啓発することを重要な課

題と位置づけてとりくんだ。 

①準備した広報・啓発用資材 

  啓発パンフ（A5 サイズ、8p）3000 部 

お知らせチラシ（A4 サイズ両面）10 万枚 

  関係者ハンドブック（部内学習資料）300 部 

②広報・啓発用資材の活用 

  啓発パンフ   京都環境フェスティバル会場での配布、京都市ごみ減量推進会議の

ＤＭを中心に運用 

  お知らせチラシ 60000 枚は京都新聞に折込み（12 月 14 日）、36000 枚は店舗周辺戸

別配布、4000 枚は店舗・組織配布 

  関係者ハンドブック  関係者の部内学習資料として使用された。また、対外広報物

としても活用された。 

③討論会「蛍光管野適正処理をめざして」の開催 

 蛍光管の回収・適正処理の必要性を啓発するの

とあわせて、こんご実際に回収・適正処理をすす

めていくうえでの課題を探るために、討論会を企

画・実施した。 

討論会風景 

討論会は、12 月 17 日（土）午後 1 時から 3 時

までハートピア京都にて気候ネットワーク主催

「市民がすすめる温暖化防止」特別分科会として

開催。参加者は約３０名であった。 

 

報告１「蛍光管の適正処理がなぜ必要なのか 水銀による環境汚染問題に関わって」 

（酒井伸一・京都大学教授） 

（報告の要点） 

・水銀の発生源と水銀対策の国際動向 

・蛍光管リサイクルが求められる背景としての日本における水銀フローの現状 

・蛍光管リサイクルに向けての課題と最近の蛍光管リサイクルへの取り組み事例 

・結論として  

過去１５年間で、製品への水銀使用回避で、含有される水銀量は９０％減少したこと

は高く評価されるべき。しかし、製品よりリサイクルされる廃水銀は４％程度にすぎ

ず、多くは廃棄過程等より環境進入している可能性がある。 

  蛍光管や体温計、電池などは家庭に関連する有害物質として回収に取組むべきである。
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グローバルな水銀汚染を考えると、まずは可能な限り製品使用を抑制すること、そし

て代替物質がない場合には、閉鎖循環系を構築すべきである。   

報告２「環境配慮型蛍光ランプの設計と製造について 日本電球工業会の立場から」 

（北田昭雄・日本電球工業会蛍光ランプ技術委員会委員） 

（報告の要点） 

・蛍光ランプの概要（製造工程、光色、点灯方式、寿命、省エネなど） 

・蛍光ランプの環境配慮の取り組みと課題 

  水銀量減量への取り組み 

  二酸化炭素削減（ランプ効率の改善） 

  省資源化  

④マスコミ報道 

今回の事業についてはマスコミ関係者からも多大の協力をいただくことができた。これ

は蛍光管の回収実績にもつながったと評価できる。 

マスコミむけの情報提供としては１１月１７日に京都経済記者クラブで企画説明を行

った。早速、新聞記事になり、反響が大きいことを実感した。 

１２月になり、消費者・市民むけの広報がはじまり、京都新聞への折込み、討論会の告

知、アンケートをかねた店頭啓発活動などがすすむ中で、取組状況が京都新聞はじめ新聞

各紙で順次報じられた。とくに京都新聞（１２月１４日）記事は「お知らせチラシ」折込

みの日の報道であったこともあわせ効果があった。 

 ＫＢＳラジオ番組の電話インタビュー（１２月２８日）も最終段階での回収よびかけと

して効果があったと評価できる。 

他地域での取組みもふくめた朝日新聞（１２月２８日）の報道は社会的な関心を高める

ものであったといえる。２月７日放映の毎日テレビ「ＶＯＩＣＥ」の取材などはこの報道

をもとにしたものといえる。 

⑤評価 

 蛍光管には微量ながら水銀が使われている、したがって、資源の有効再利用という範囲

を超えた環境汚染防止という視点から蛍光管の適正処理が必要だというメッセージは、と

てもよく伝わったといえる。それは実際の蛍光管の回収実績になってあらわれたといえる。 

 しかし、まだまだ多くの消費者・市民のなかでは「言われなければわからないままでい

る」問題であり、蛍光管の適正処理の課題については意識啓発・教育が必要である。 

 コンシューマーズ京都としては、引き続き「家庭からでるやっかいなごみ」問題の解決

のために取組を継続する予定であるが、今回の経験をいかし、広報・啓発をすすめたいと

考えている。 
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３ 事業の成果と分析 

 

（１）蛍光管の適正処理とコスト負担の仕組み 

家庭から出る蛍光管の回収・適正処理のシステムづくりをすすめるうえで、処理技術の

問題は十分解決できるとおもわれる。この間の調査でもいくつかの事業者が蛍光管の処理

に取組んでいることが確認できる。問題は家庭から出る蛍光管をいかに回収するかという

ことと処理コストの問題である。 

一般的に、工場・事業所等から出る蛍光管は産業廃棄物として処理される。この場合、

処理のレベルや方法はともかくとして、処理費用は基本的に排出者の責任で負担すること

になっている。 

これにたいし、家庭から出る蛍光管は一般廃棄物であり、市町村に処理責任があるもの

とされてきた。したがって、焼却するにしても、あるいは埋立て処分するにしても、一般

廃棄物として収集するかぎり、コストは処理責任をもつ市町村が負担してきたのである。 

今回の事業のように、これまでの処理方法とは区分し、蛍光管の回収・適正処理をすす

めるというときのコストは、従来の単純に焼却あるいは埋立て処分するコストと比較する

とおそらく相当高くつくものと思われる。 

アルミ缶などの回収の場合は「有価物」として多少なりとも販売収入を見込むことが出

来ようが、蛍光管の場合はまったく逆で、処理費用をだれかが負担しなければならないの

である。蛍光管についての回収・適正処理システムの整備がこれまですすんでこなかった

のは、まさにこのあたりが障害になっていたといわねばならないだろう。 

今回の事業の経験からいって、具体的なコストの構造をみると、 

① 窓口コスト 

  家電販売店のリサイクルＢＯＸの設置費用、消費者・市民から持ち込まれる蛍光管の

受け渡し対応、リサイクルＢＯＸの管理、収集業者に渡すための箱詰め作業などのオペ

レーション費用など 

② 収集・運搬コスト 

  家電販売店から一時保管または中間処理施設までの収集・運搬費用など 

③ 処理コスト 

  破砕・減量などの中間処理費用、アルミ、ガラスなどの再資源化処理費用、水銀の適

正処理施設までの搬送および最終処理費用など 

に区分することができる。 

今回の場合は、この事業の実施主体であるコンシューマーズ京都が環境省の委託をうけ

て基本的にコスト全体を負担しながら事業をすすめたのであるが、今後も同じような事業

を継続的に取組むとなれば、だれがどのようにコストを負担するのか、その仕組みをあら

かじめ明確にしておかなければならないであろう。 

これまで集約してきた札幌市はじめ各地の市町村の事例では、これらのコストは、窓口

コストの一定部分を家電販売店が実質的に負担していることがあるにせよ、基本的に市町

村の税金でまかなわれている。 

他方で、これらの市町村のような回収・適正処理が行われていない場合、家電販売店が

消費者・市民から持ち込まれた蛍光管を処理する場合は、通常、産業廃棄物として取り扱
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われているので、その限りでは家電販売店が一定の処理費用を負担していることになる。

しかし、水銀の適正処理というところまで確実に行おうとすれば、一気にコスト負担が大

きくなるものと思われる。当然のことながら、家電販売店が自主的にそのコスト負担をふ

くめて蛍光管の適正処理システムづくりにのりだすことはなかなか困難なことであろう。 

消費者・市民に排出者責任を問うということから蛍光管の買い替え時に一定のコスト負

担を求めることは困難であり、家電リサイクル法や容器包装リサイクル法、自動車リサイ

クル法などの経験をふまえ、蛍光管についてもあらかじめ回収・処理コストを商品に組み

込んでおくべきだろう。さらには、蛍光管の回収率をたかめるためにデポジット方式など

の経済的な手法を駆使するべきだという指摘も考慮すべきである。 

このようなことを考えるとき、家庭から出る蛍光管の回収・適正処理コストの負担の仕

組みをメーカーの「拡大生産者責任」という視点から制度化することを検討しなければな

らないと思われる。国は業界の積極的な参加のもとにそのための検討を開始するべきであ

ろう。 

 

（２）蛍光管の法的な位置づけをめぐって 

家庭からでる蛍光管について現在の廃棄物処理法のもとでの位置づけを考えてみる。 

家庭からでる蛍光管は、これまでほとんどの場合、自治体が収集・処理してきた。焼却

されるにせよ、埋立て処分されるにせよ、それは一般廃棄物として扱われ、自治体の処理

責任にもとづき処理されてきた。 

しかし、家庭からでる蛍光管の適正処理をめぐっては、すでにのべてきたように、いく

つかの動きがある。 

① 自治体が家電販売店を回収拠点としている場合 

今回の事業で参考にした北九州市、札幌市などのように、自治体が家電販売店を回収拠

点にして蛍光管の回収・適正処理を行う事例が見られるようになった。この場合は、蛍光

管は一般廃棄物として扱われており、市町村が回収・処理責任をもったうえで、家電販売

店に回収窓口としての協力をもとめているということである。したがって、自治体の一般

廃棄物処理責任にもとづき処理コストも自治体負担ということですすめられている。 

 ② 市民団体が地域回収を行っている場合 

あまり多くの事例はないが、市民団体が地域で蛍光管の自主回収を行っている事例があ

る。この場合、回収した蛍光管を自治体が引き取っているのであれば、一般廃棄物として

自治体の回収・処理のシステムに組み込まれているのであろう。 

他方で、自治体の回収・処理ルートとは別に、独自に処理業者に処理を委託しているよ

うな事例もある。この場合、回収した市民団体がコスト負担をふくめて責任をもって適正

処理を行うのであれば問題はないというものの、回収された蛍光管の法的な位置づけとし

ては自治体の一般廃棄物の扱いでないことから産業廃棄物扱いにせざるをえないというこ

とになる。もっとも、このような方式は、コスト負担の重みからなかなか広がりにくいと

いわねばならない。 

今後、蛍光管の適正処理めざしていく場合、市民団体の活動を積極的に位置づけるとい

う意味から、このような地域での自主的な回収・処理活動に対する位置づけを明確にする

とともに、財政的な支援措置が必要である。 
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 ③ 家電販売店が自主的に回収・処理を行う場合 

 今回、アンケート活動のなかで、どのように蛍光管を処理しているかを聞いたとき、家

電販売店にひきとってもらっていると答えた消費者・市民も少なからず存在した。使えな

くなった蛍光管を持参し、それと同じものを買って帰るという消費者・市民にとって、家

電販売店が蛍光管を引きとってくれるというのはありがたいことである。 

この場合は、家電販売店の自主的な対応になり、もちこまれた蛍光管は一般廃棄物では

なく産業廃棄物として処理されることになる。その場合の処理責任はコスト負担をふくめ

て家電販売店が果たさねばならないことになる。家電販売店は適正処理を行う処理事業者

との委託契約を交わし、所定の処理コストを負担しなければならないのである。 

 ④ 事業所がまとめて蛍光管を排出する場合 

 これは家庭系一般廃棄物ではなく、あきらかに事業系一般廃棄物または産業廃棄物とし

て処理されねばならない。排出事業者は適正処理を行う処理事業者との間で必要な契約を

交わし所定の処理コストを負担しなければならない。産業廃棄物として取り扱う場合には

マニフェスト管理も行わねばならない。この点は、今回の事業の範囲外の問題であるが、

取り扱いがあいまいになっている事業所が少なくないのではないだろうか。 

蛍光管の適正処理システムをめざすとき、家庭からでる蛍光管よりも、事業所からでる

蛍光管のほうが量的にもまとまりやすいということから、事業所から排出されるごみの分

別の徹底、適正処理ルートの確立の課題は独自に検討すべきことであろう。 

 

 このように蛍光管がごみになったときの問題を考えると、おなじ蛍光管でも時と場合に

よって「家庭系一般廃棄物」にも「事業系一般廃棄物」にも「産業廃棄物」にもなるわけ

である。重要なことは、いずれの場合も適正処理を行おうとすれば処理コストが必要にな

るわけで、法的な位置づけとコスト負担の仕組みがセットで考えられるべき課題であると

いえよう。 

 なお、今回の事業は、市民団体が家電販売店に回収拠点としての協力をもとめ、自主的

に回収し独自に処理ルートをもつようにしたというもので、実施主体のコンシューマーズ

京都がコスト負担をふくめて処理責任をもつという形をとったが、今後、事業を継続的に

行うという場合にはこの方式の法的な位置づけや責任の所在を明確にしていく必要がある

であろう。 

 

（３）提言 

今回の事業は、家庭から排出される処理困難なごみの一つである蛍光管を対象に、家電

販売店を回収窓口にした適正処理のシステムづくりをめざして実験的な回収を行い、課題

や問題点を明らかにするとともに、消費者・市民に蛍光管の適正処理の必要性について啓

発活動を行うものであった。 

その結果、多くの消費者・市民が家電販売店に蛍光管をもちこみ、回収量は１．５トン

に達した。このことは家電販売店を蛍光管の拠点回収のポイントに設定することが消費

者・市民のニーズに合致していることを示すものであった。 

また、同時に行ったアンケート活動によって、家電販売店を蛍光管の回収拠点にするこ

との有効性が確かめられたといえる。 
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この結果をふまえ、家庭からでる蛍光管の適正処理のための社会システムづくりをすす

めていくために、以下の点を提言したい。 

 

１ 蛍光管の回収は拠点回収方式で 

家庭からでる蛍光管は一般廃棄物であることから市町村が処理責任をもつことに

なる。したがって、当面、市町村として蛍光管の適正処理システムづくりをすすめる

場合、収集コストを考えると、戸別収集方式はムダが多く、回収方法としては拠点回

収方式をとることがよい。 

 

 ２ 回収拠点としての家電販売店の有効性 

拠点回収の拠点としては公的施設を活用するとともに、今回の事業の結果からみ

て、家電販売店を回収拠点に位置づけることが有効であり、関係者との協議をすすめ

るべきである。 

 

３ シーズン限定の回収方法の検討を 

家庭からでる蛍光管の回収については、その排出実態およびコストの節減のことも

考え、年末などのシーズン限定の回収方法を検討してもよいのではないか。今回の事

業結果からみて、シーズン限定であっても、広報・啓発をすすめれば十分な効果を期

待することができる。 

 

４ 蛍光管の「拡大生産者責任」を明確に 

国としては、家庭からでる蛍光管の法的な位置づけを明確にするとともに、業界の

積極的な参画をもとめ、収集・運搬・適正処理のためのコスト負担の仕組みをふくむ

蛍光管の適正処理システムづくりに関して環境整備をいそぐ必要がある。その場合、

収集・運搬・適正処理コスト負担の仕組みについては「拡大生産者責任」の立場から

具体化をはかる必要がある。 
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Ｃ 参考資料 

 

１ 蛍光管の発光原理と水銀の毒性について 

蛍光管にはわずかながら水銀が使用されている。蛍光管にふくまれる水銀は、ごみとな

った蛍光管を焼却したり埋立て処分したりすることによって環境中に放出され、環境を汚

染し、さらに人間の健康への影響の恐れもでてくるだけに、適正な処理が必要とされるも

のである。しかし、実際には適正処理され、回収されているのは１割程度といわれている。

今回、この事業を企画したのは、この点に注目したからで、現在、整備されていない家庭

からでる蛍光管を家電販売店の協力で回収し、適正処理をするためのシステムづくりをす

すめるための手がかりを作りたいと願ってのことであった。 

以下、蛍光管と水銀について情報を整理しておきたい。 

（１）蛍光管の発光原理 

蛍光管の構造はガラスの両端に電極

部分があり、管にはアルゴン、ネオン、

クリプトン等の不活性ガスと微量の金

属水銀が封入されている。また、管の

内面には蛍光体とよばれる粉末が塗っ

てある。電極のフィラメントに電流を

流すことにより放出される電子が水銀

とぶつかると、紫外線が発生する。こ

の紫外線が管内面に塗られた蛍光体に

作用し、発光することになる。 

このような発光原理からみて蛍光管に水銀は欠かせないもので、現在のところ水銀に代

わる物質はないとされる。水銀の封入量は、かつては４０ｗタイプのもので一管あたり約

５０ｍｇであったが、現在は約１０ｍｇ。さらに改良を重ね約８ｍｇ程度までの削減が見

込まれている。 

（２）水銀の毒性 

水銀の毒性としては一般的に以下の点が指摘されている。 

① 金属水銀（蒸気）の場合 

１）急性中毒（高濃度急性暴露） 

   幻覚、うわごと、震顫、興奮症状などの中枢神経障害、金属熱、化学性肺炎（急

性間質性肺炎）、腐食性気管支炎、口内炎、など 

２）慢性中毒（低濃度慢性暴露） 

   震顫、水銀過敏症（不眠、興奮、精神異常）、記憶力低下、唾液分泌過多などの中

枢神経障害、口内炎、歯肉の水銀緑（色素沈着）など 

② 無機水銀（化合物）の場合 

    経口暴露では、暴露直後に嘔吐、腹痛、下血などの症状を示し、その後、急性腎

不全を呈する。また、皮膚にアレルギー症状を生み出す。 

③ 有機水銀の場合 

    頭痛、口唇・舌・四肢抹消部の知覚症状（特にしびれ感）、小脳症状、学習能力低
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下、求心性視野狭窄、難聴などの中枢神経障害 

 これ以外に、水銀の毒性として生殖毒性、発生毒性、免疫毒性、内分泌かく乱性、変異 

原性などの特殊毒性も考慮されるべきである。とくに、胎児への影響については最大限の 

配慮が行われるべきである。 

 

（３）水銀の環境基準 

蛍光管の水銀による人体への影響のリスクがもっとも高いのは、蛍光管を取り扱う作

業の従事者であり、作業場の環境管理が課題となる。許容基準としては労働安全衛生法

で定められた管理濃度０．０２５ｍｇ／㎥がある（従来は０．０５ｍｇ／㎥であったが、

２００５年度から改正された）。 

環境中に放出された水銀についての環境基準としては以下の基準がある。 

① 水中の許容濃度 

 環境基準（ｍｇ／ｌ） 排水基準（ｍｇ／ｌ） 

  総水銀 ０．０００５ ０．００５   

  アルキル水銀  検出されないこと 検出されないこと 

② 大気中の許容濃度 

  大気中の環境基準、排出基準は定められていないが、２００３年９月から有害大気

汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針値が定められた。それによれば「年

平均値０．０４μｇＨｇ／㎥以下」とされている。 

③ 土壌中の許容濃度 

  水銀は土壌汚染対策法の対象物質とされており、＜直接摂取によるリスク・土壌含

有量基準＞として「土壌１ｋｇにつき１５ｍｇ以下」、＜地下水の摂取によるリスク・

土壌溶出量基準＞として「検液１ｌにつき０．０００５ｍｇ以下」（アルキル水銀は検

出されないこと）という基準が定められている。 

（４）わが国の水銀の使用実態と蛍光管 

 水銀は蛍光管以外にもさまざまな家庭製品で使用されてきた。なかでも乾電池の水銀

使用は格別に目立つものであった。水銀による環境汚染リスクを削減することが強調さ

れるなかで、乾電池の水銀除去対策がすすみ、１９９０年代のなかばには筒型乾電池の

水銀ゼロ使用が達成され、他方では、多くの自治体で乾電池の回収・適正処理が実施さ

れるようになり、年間１万数千トンの乾電池が野村興産イトムカ鉱業所に送られている。 

 このようななかで、わが国の水銀の総使用量は急速に減少し、１９８０年代末に年間

約１８０トン使用されていたものが、２０００年代になると約１８トン程度になったと

いわれている。同時に、蛍光管に使用される水銀の量が他の製品に比べて最も多く、全

体の使用量のなかで４０％以上のウエイトをもつようになった。 

この点からいっても蛍光管の適正処理のシステムづくりの課題が重要になっている。 

（５）水銀の使用規制の動向 

 ＥＵでは、従来から化学物質リスク対策に力をいれてきたが、最近では電気電子機器

に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令（ＲｏＨＳ指令）によって鉛、カドミ

ウム、六価クロムなどとともに水銀の使用について制限をすることになった（ただし、

蛍光管については代替できないことからゼロ使用ではなく、使用量の削減が課題になっ
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ている）。また、廃電気電子機器に関する指令（ＷＥＥＥ指令）などによって廃電気電子

機器による環境汚染対策を強化しているが、水銀も当然、適正処理することが求められ

ている。 

 このような動向にてらしても、わが国の環境汚染対策として水銀の生産、使用、廃棄

について具体的な対策がとられるべきであり、蛍光管についてもごみになったあとの回

収・適正処理のシステムづくりが課題になっているといえる。 

 

２ 他の自治体の動向について 

（１）全般的動向 

家庭から出る蛍光管は、消費者・市民にとって「やっかいなごみ」であるのと同様、ご

みを受け入れる自治体にとっても、収集・運搬時に蛍光管が割れて水銀が飛散したり、埋

立て処分地の地下水汚染の恐れがあるなど、「やっかいなごみ」の代表的なものである。 

現行法のもとでは、家庭から出る蛍光管は一般廃棄物として市町村の責任で処理しなけ

ればならないことになっている。従来、市町村では、収集した蛍光管について焼却あるい

は埋め立て処分をしてきたが、蛍光管の特性から、近年、蛍光管を分別収集の品目のひと

つにし、拠点回収を行い、適正処理しようという事例が増えてきた。その場合、今回の事

業のように、拠点回収の窓口として家電販売店の協力を求める事例が次第に増えている。 

（２）各地の事例 

①事例１：札幌市 

今回の事業のアイデアのもとになったのは札幌市での事例である。札幌市では、２００

４年１０月から市内約２３０あまりの家電販売店を窓口に回収を開始している。 

今回の事業に先立ち、札幌市の事例を取材したところでは、この取組をはじめた動機と

して「蛍光管には微量ながら水銀が含まれており、リサイクルすることによって環境負荷

が低減され、埋立量の削減にもつながる。また、水銀は新たな蛍光管の材料として、ガラ

ス部分はグラスウールとして、アルミ部分は他のアルミ製品として再生可能である」とい

うことがあげられている。回収拠点に家電販売店を考えたことについては「市内約３万ケ

所あるゴミステーションから回収するより、効率的に回収ができる。また、販売店を回収

拠点にすることで、拡大再生産者責任の第一歩にもなる」とされた。家電販売店との関係

でとくに経済的なインセンティブはあるわけではない。 

札幌市の蛍光管の回収量は初年度（２００４年１０月から２００５年３月までの半年

間）３５トン、２００４年１０月から２００５年９月までの年間ベースで６６トン、２０

０５年度通年で７２トン程度の回収見込みとなっている。回収された蛍光管はイトムカの

野村興産で処理されている。 

札幌市としては、この間の取組を基本的に評価し、さらに回収量を高めていくために広

報の強化と回収協力店の拡大につとめていくとのことである。 

 

②事例２：北九州市 

このような札幌市の取組は北九州市の取組を参考にしたとのことである。 

札幌市が参考にしたという北九州市では、２００２年７月から市内約２２０あまりの家

電販売店を窓口にして、市が委託した事業者が収集・運搬し、市内のエコタウンで処理す
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るようになった。回収量は、初年度で７月から翌年３月までに３３トン、以降、１年間で

５５トン程度になっている。家電販売店に対する経済的なインセンティブはとくになく、

無償でリサイクルＢＯＸを店頭においているということである。 

 

③事例３：大阪市 

今回の事業に先立ち、２００４年度の調査で大阪市の取組事例を聞く機会があった。 

大阪市では、２００１年から区役所等で紙パック、乾電池とともに蛍光管を回収する取組

を開始したということである。たしかに公的な施設での拠点回収という方式もありうるわ

けで、実際にそのような取組で成果をあげている市町村の事例もあるようだ。 

④事例４：東大阪市 

東大阪市では、２００５年１０月から同様に家電販売店を拠点にした回収を開始したと

いうことである。ここでは家電販売店を回収拠点にすることについて「まちの電気屋さん」

の活性化対策という視点からの位置づけもされており、量販店よりも「まちの電気屋さん」

を優先して拠点づくりをすすめたとのことである。 

⑤事例５：千葉県佐倉市 

千葉県佐倉市では、２００３年１２月から公共施設９ケ所で回収を行うとともに家電販

売店（現在１６店）での拠点回収を行っており、回収量は年間約１５トン程度になってい

る。 

⑥事例６：大阪府での取組み（豊中市） 

今回の事業とほぼ同時期、大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議が豊中市内の８つ

の家電販売店で蛍光管の回収実験を行った。この実験のポイントは、蛍光管を買うときに

古い蛍光管を持参すれば２０円を渡す、持参しない場合は「回収引取り券」を渡し、後日、

古い蛍光管と「引取り券」を持参すれば２０円渡すという仕組みで、蛍光管の回収量を高

めてみようという点にある。家庭系有害廃棄物の回収を促すためにデポジット制などの経

済的手法を活用しようというアイデアが消費者・市民にどのようにうけとめられるのかを

知るうえでは貴重な実験であるといえる。 

（３）分析 

消費者・市民の実際の行動をみると、多くの消費者・市民は、蛍光管の買い替え時に家

電販売店にこれまで使ってきた蛍光管を持参し、同じタイプの蛍光管を買い、店頭に回収

ＢＯＸがあればそこに古い蛍光管を入れていくのではないかと考えられる。 

札幌市も北九州市もここに着眼し、成果をあげてきたのだと評価できる。 

したがって、これから蛍光管の回収・適正処理システムをつくりあげていこうとすると

き、消費者・市民にとって回収拠点が出来る限り便利な場所にあることは絶対に必要なこ

とであり、蛍光管の買い替え行動と結びつく地域の家電販売店は有効な回収拠点になりう

ると考えられる。 

このようなことから、今回の事業では、家電販売店との協働で蛍光管の回収に取り組む

ことの有効性を確認することをポイントにしたのである。 
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平成１７年度循環型社会形成実証事業 

家電販売店との協働で蛍光管の適正処理システムづくりをめざす 

実 施 計 画 書 

 

特定非営利活動法人 

コンシューマーズ京都（京都消団連） 

 

１ 事業の目的 

私たちは、この２年間にわたり、京都市ごみ減量推進会議の調査研究助成事業として「家

庭系有害廃棄物の適正処理のために」をテーマにした調査研究活動をすすめてきた。その

成果物として、２００４年１１月、啓発用パンフレット「家庭から出るやっかいなごみ」

を編集発行することができた。また、２００５年３月には報告書「蛍光管の適正処理のた

めに」を作成し、京都市ごみ減量推進会議関係者に配布した。 

パンフレットにとりあげた乾電池、蛍光管、スプレー缶、プラスチックごみなどは、排

出する消費者としてもどうしたらよいのか困ることが多いし、収集処理にあたる自治体と

しても困っているものである。これらのごみは、現行の廃棄物行政のなかでの位置づけが

あいまいであり、かつ、メーカーとしての責任や義務についてもあいまいなまま大量にご

みとして排出されているのである。これらは「有価物」になりにくく、だれかが処理費用

を負担しなければ適正処理がされずにおわってしまうのが現実である。しかし、これらが

環境負荷要因になるなど、問題解決がもとめられている。 

私たちは、これらの「家庭系有害廃棄物」の適正処理のために、それぞれの特性に応じ

た社会的システムをつくりあげることをめざしている。当面、私たちは、パンフレットで

とりあげた以下の「やっかいなごみ」について適正処理のための社会システムづくりにつ

いて調査研究・対話・提言活動をすすめていきたいと考えている。 

＜乾電池＞ 

筒型乾電池について動き出した収集処理システムをより有効なものにするのとあわせ

て、ボタン電池、二次電池について啓発活動をすすめるとともに、関連事業者と協力し

ながら、回収ルート整備をめざす。 

＜蛍光管＞ 

事業所から排出される蛍光管についての適正処理を事業者やビル管理者にもとめるこ

とを先行させながら、家庭から排出される蛍光管について家電販売店の協力をもとに京

都における回収ルートの開発・整備のために実験事業を行うことをめざす。 

＜スプレー缶＞ 

京都市にスプレー缶の適正処理のための方策の検討を要請しながら、私たちの提言をま

とめあげる。 

＜プラスチックごみ＞ 

ふえつづけるプラスチックごみの実態、それらが環境にたいしてどのような負荷をあた

えるのかについて調査研究をすすめながら、啓発活動をすすめる。 

 

今回のプロジェクトでは、以上のような展望をもちながら、京都市における蛍光管の適

 27



正処理のためのシステムづくりについて具体的な展望をひらくための社会実験を行おうと

いうものである。 

 

２ 実施内容 

今回のプロジェクトでは、家電販売店の協力をえて、蛍光管の回収・適正処理の社会実

験を実施しようと考えている。 

具体的には、消費者・市民に蛍光管の適正処理の必要性についての啓発を先行させなが

ら、協力していただく家電販売店にリサイクルＢＯＸを配置し、消費者・市民に蛍光管を

もちこんでもらい、リサイクル業者に収集処理を委託するという枠組みで、一定期間、実

験回収をしてみることにより、蛍光管の適正処理についての課題や問題点をうかびあがら

せてみようと思うのである。 

実施時期は年末の大掃除で蛍光管が多数排出される時期を選びたいと考えている。 

これまでの京都市のごみ収集方式のなかでは蛍光管の適正処理システムがなかったと

いえる。今回の社会実験を通じて、一般家庭から排出される蛍光管が、家電販売店を経由

して処理業者にわたり、適正処理されるシステムを具体的に示すことができる。これがう

まくいけば京都市における蛍光管の適正処理システムの構築にむけて具体的な展望を示す

ことができる。 

幸い、京都では、京都省エネラベル協議会の活動が展開されており、家電販売店と市民

団体、行政の連携したとりくみをすすめてきた経験がある。この経験を十分にいかした実

験的なとりくみを計画化したいと考えている。 

今回の活動は京都市内におけるものだが、京都府内の自治体の廃棄物行政の動向も視野

にいれながら活動をすすめることにより、十分に影響をあたえることができる。これまで

手つかずであったこの問題について解決の具体的方策を示すことができるならば、京都発

のあたらしいモデルとしてひろく採用されていくことを期待してよいと思う。 

問題の解決のためには、廃棄物はすべて自治体が収集・処理にあたるという枠組みをは

なれ、民間事業者の積極的な協力をもとめるとともに、あたらしいビジネスとして動き出

したリサイクル事業者の活躍の場を準備すること、メーカーの必要な協力をもとめること

が必要になっている。同時に、家庭系有害廃棄物についての社会的な処理費用負担のルー

ルとシステムが必要であろう。 

したがって、今回の活動においても、多くの事業者との対話、協働を意識的にもとめて

活動していくことをとくにこころがけたいと思っている。 

 

３ 実施計画 

（１）事業の実施体制 

全体責任者 原  強 

実施主体 特定非営利活動法人コンシューマーズ京都（京都消団連） 

     ＴＥＬ０７５－２５１－１００１ ＦＡＸ０７５－２５１－１００３ 

協働団体 京都市ごみ減量推進会議 

協働事業者 タニヤマムセン 

       旭興産業株式会社 
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       野村興産株式会社 

（２）蛍光管の回収場所 

 タニヤマムセン（京都市内６店舗） 

   寺町本店 下京区寺町通四条下る ＴＥＬ０７５－３４３－０２２１ 

   伏見店  伏見区 大手筋商店街 ＴＥＬ０７５－６０１－７１８１ 

   新大宮店 北区 新大宮商店街 ＴＥＬ０７５－４９１－０２７２ 

   パワフル洛西店 西京区大原野 ラクセーヌ専門店内 

            ＴＥＬ０７５－３３２－６６３３ 

   パワフル山科店 山科区西野山中鳥井町 ＴＥＬ０７５－５９５－０２００ 

   北山店  左京区松ヶ崎 ＴＥＬ０７５－７０７－７０２０ 

（３）実施内容 

 ・１２月１５日から１２月３１日まで、タニヤマムセン店舗にリサイクルＢＯＸを配置

し、蛍光管を回収する。 

・回収した蛍光管はタニヤマムセンが１ケ所に振り替え・集約し、旭興産業に引き渡す。 

・旭興産業は収集後、必要な中間処理を行う。 

・最終的に野村興産が水銀回収をふくめた最終処理を行う。 

 ・回収目標 ３トン（約１５０００本） 

 ・コンシューマーズ京都は広報・啓発活動を行うとともに、消費者むけのアンケート等、

必要な調査を実施する。 

 ・回収実施後、関係者が意見交換し、実施内容について評価を行い、問題点を整理する。 

（４）準備する資材 

 ①広報・啓発用資材 

  啓発パンフ（Ａ５サイズ、８Ｐ） ３０００部 

  お知らせチラシ（Ａ４サイズ両面） 

１０万枚（うち６万枚は新聞折込み＜１２月１４日に予定＞、３６０００枚は店舗

周辺戸別配布、４０００枚は店舗・組織配布） 

  店頭のぼり旗  ３０本 

  関係者ハンドブック（部内学習資料） ３００部 

 ②回収業務用資材 

  リサイクルＢＯＸなど 旭興産業が手配 

（５）スケジュール 

 １１月 事前準備・調整 

 １２月１日 広報・啓発活動開始 

 １２月１０日（土）－１１日（日） 

京都環境フェスティバルで広報・啓発ならびにアンケート活動 

 １２月１５日（木）－３１日（土）タニヤマムセン店頭での蛍光管回収 

 １２月１７日（土） 

気候ネットワーク主催「市民がすすめる温暖化防止」で特別分科会 

１月―２月 実験結果のとりまとめ、提言のとりまとめ 

 ３月 報告書作成 
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環境フェスティバルにおけるアンケート質問項目と集計結果（有効回答数３５１）

調査日：12月10(土)、11日(日)

質問項目 選択肢 回答数 回答率 質問項目 選択肢 回答数

男 142 40% １本 111

女 209 60% ２～３本 193

１０代 12 3% ４～５本 34

２０代 28 8% ６～１０本 7

３０代 59 17% １１本以上 3

４０代 51 15% 一ヶ月に１回以上 10

５０代 83 24% ２～３ヶ月に１回 31

６０代 70 20% 半年に１回 125

７０代以上 49 14% 一年に１回以下 176

車 207 59% 処分しない 7

自転車 73 21% リサイクルされるか 122

バイク 18 5% 安全に処理されるか 230

電車 14 4% 回収場所までの距離 18

バス 30 9% 費用 58

徒歩 28 8% 梱包など手間 32

行ったことがない 1 0% 特に考えない 17

１０分以内 71 20% 処分したことが無い 9

１０分～３０分 197 56% その他 2

３０分～１時間 75 21% はい 321

１時間以上 4 1%

家電量販店 163 46% いいえ 28

町の電気屋さん 48 14%

コンビニ 3 1% はい 327

スーパー・百貨店 61 17%

ホームセンター 101 29% いいえ 24

その他 3 1%

燃えるごみ 87 25% 普通ごみ回収場所 152

不燃ごみ 133 38% 家電量販店 126

資源ごみ 33 9% 町の電気屋さん 61

販売店引取り 45 13% 区役所等の公共施設 27

捨てず取っておく 10 3% その他 1

蛍光灯専用回収 41 12% 行政（市の税金） 102

その他 4 1% 排出者（捨てる人） 58

適切だと思う 88 25% 販売店 78

まあ適切だと思う 96 27% 製造者（メーカー） 115

何も思わない 26 7% その他 3

少し抵抗を感じる 75 21%

抵抗を感じる 56 16%

問１５　その他、蛍光管の適正処理
に関して意見等をご自由にお書きく
ださい

問１３　今後、蛍光灯の適正処理・リ
サイクル事業が行われるとすれば、
蛍光灯の回収地点はどこが良いと
思いますか。選択肢から１つ選んで
番号に○をつけてください

問１４　今後、蛍光灯の適正処理・リ
サイクル事業が行われるとすれば、
そのときにかかる回収処理費用は
だれが主に負担するべきだとおもい
ますか。１つ選んで番号に○をつけ
てください

問１１　今後、家電量販店が回収地
点となり、蛍光灯の適正処理・リサ
イクル事業（無料）が行われるとす
れば、使用済み蛍光灯を持っていき
ますか

問１２　今後、電気店（家電量販店と
町の電気屋さん）が回収地点とな
り、蛍光灯の適正処理・リサイクル
事業（無料）が行われるとすれば、
使用済み蛍光灯を持って行きます
か

問７　問６で選んだ処分方法に対するあ
なたの意識をおたずねします

問８　1度に何本くらい処分します
か。1つ選んで、番号に○をつけてく
ださい

問１　あなたの性別、年齢をお答えくださ
い

問２　あなたの年齢をお答えください

問３　家電量販店（大型電気店）へ買い
物に行く際、主にどのような交通手段を
ご利用になりますか

問４　問３で選んだ交通手段を利用した
場合、自宅から家電量販店までどれくら
い時間がかかりますか

問９　どれくらいの頻度で処分しま
すか。１つ選んで番号に○をつけて
ください

問１０　蛍光灯を処分するにあたっ
て、特に気にすることはありますか。
選択肢から選んで、番号に○をつけ
てください。〔複数回答可〕

問５　普段、蛍光灯をどのようなお店で
購入しますか。主に購入する店を選択
肢の中から１つ選んで番号に○をつけ
てください

問６　現在、蛍光灯をどのように処分し
ていますか。主な処分方法（ごみの出し
方）を選択肢の中から1つ選んで番号に
○をつけてください
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